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パート１
認知症と地域包括ケアシステム



団塊世代
700万人



2025年認知症700万人、
65歳以上5人1人





地域包括ケアシステムとは

介護が必要になっても、住み慣れた地
域で、その人らしい自立した生活を送
ることができるよう、医療、介護、予防、
生活支援、住まいを包括的かつ継続
的に提供するシステム
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Aging in
Place



いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

２０２５年の地域包括ケアシステム
の姿

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０
分以内に必要なサービスが提供される日
常生活圏域（具体的には中学校区）を単
位として想定

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス
（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入所者生活介護

等

日常の医療：
・かかりつけ医
・地域の連携病院

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院 通所・入所
・急性期病院
・亜急性期・回復期
リハビリ病院

病気になったら･･･

医 療

介護が必要になったら･･･

介 護

■介護予防サービス

○ 住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの実現により、重度な要
介護状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるようになります。

○ 認知症は、超高齢社会の大きな不安要因。今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高
齢者の地域での生活を支えるためにも、地域包括ケアシステムの構築が重要です。

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少す
る町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差を生じています。
地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や、都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域

の特性に応じて作り上げていくことが必要です。

認知症の人

平成２５年 地域包括ケアシステム
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2012年は地域包括ケア元年



地域医療・介護一括法成立可決（2014年6月18日）

基金の創設： 医療提供体制を見直す医療機関などに補助金を配るための
基金を都道府県に創設（2014年度）

病床機能報告制度： 医療機関が機能ごとの病床数を報告する制度を導入
（2014年10月）

地域医療構想： 都道府県が「地域医療構想」を作り、提供体制を調整（2015
年4月）

医療事故を第三者機関に届けて出て、調査する仕組みを新設(2015年10月）

「要支援」の人への通所・訪問看護サービスを市町村に移管(2015年4月から段階的
に）

一定の所得がある利用者の自己負担割合を1割から2割に引き上げ(2015年8月）

所得が低い施設入居者向けの食費・部屋代補助の対象を縮小(2015年8月）

所得が低い高齢者の保険料軽減を拡充(2015年4月）

特養への新規入居者を原則「要介護３以上」に限定(2015年4月）

医
療

介
護

(カッコ内は施行時期）

2014年6月18日
可決成立



2014年5月14 日衆院
厚生労働委員会で
強行採決！



強行採決の前日、５月１３日衆議院厚生労働委員会参考人招致
「地域包括ケアシステムにおける看護師・薬剤師の役割と課題」



認知症の人にやさしい
看多機（かんたき）



パート２
診療報酬改定のポイント（入院編）

入院医療と認知症

入院医療等調査評価分科会より



診療報酬改定の基本的視点

• （１）地域包括ケアシステムの推進と医療機能の分化・強化、
連携に関する視点

– 医療機能に応じた入院医療の評価
– チーム医療の推進、勤務環境の改善、業務効率化の取り組み

– 地域包括ケアシステム推進

– 質の高い在宅医療・訪問看護の確保

– 外来医療の機能分化

• （２）患者にとって安心・安全で納得できる効果的・効率的で質
が高い医療を実現する視点

• （３）重点的な対応が求められる医療分野を充実する視点

• （４）効率化・適正化を通じて制度の持続可能性を高める視点

7対１の厳格化



中医協診療報酬調査専門組織
入院医療等の調査・評価分科会







診療報酬による病床機能分化
～ワイングラス型からヤクルト型へ～

高度急性期に
残れるのは18万床

7対１、10対１
一般病棟の
一部は亜急性期へ

療養病床から
亜急性期へ



7対１入院基本料の見直し

①平均在院日数

②重症度、医療・看護必要度

③在宅復帰率



38万床 1.5万床減少



A項目(モニタリング及び処置等） B項目（患者の状態）

（前回改定）

A項目、B項目は正しく急性期
の患者を反映しているのか？
B項目に認知症評価項目を！

A項目2点以上かつB項目3点以上の
該当患者割合が15%以上



C

C
C

B項目に認知症
項目が入った！





25%15%



チーム医療

認知症ケアチーム











認知症ケア加算
• 「認知症患者を積極的に診療する医療機関の評価」

– 身体疾患で入院した認知症患者（自立度III以上）に対し、病棟で
のケアや多職種チームが介入することを評価する「認知症ケア加
算」が新設

– 点数（1日当たり）は次のように設定されましたが、身体拘束を実
施した場合、その日の点数は60％に減額されます（40％の減額）
。

• 認知症ケア加算1
– （イ）14日以内は150点、（ロ）15日以上は30点

• 認知症ケア加算2
– （イ）14日以内は30点、（ロ）15日以上は10点

• 「認知症ケア加算1」

–認知症ケアチーム
• 認知症治療の経験と知識が十分ある専任の常勤医師
• 認知症看護経験があり一定の研修を修了した専任の常勤看護師

• 認知症患者の退院調整経験を持つ専任の常勤社会福祉士・精神保健福
祉士

– 適切な看護計画の作成・実施



パート３
診療報酬改定のポイント（外来編）

外来の主治医機能と認知症











主治医機能の新たな評価について

従来の高血圧症、糖尿病、
脂質異常症、認知症に加え
て「認知症＋α」を・・・





診療所型認知症疾患医療センター
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医療計画医療計画 医療計画医療計画

2013年 2018年

2023年

病床機能情
報報告制度

地域医療ビジ
ョン

病床機能情
報報告制度
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病床機能情
報報告制度
地域医療
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2025年へのカウントダウン

2016年改定

2014年スタート



２０２５年へのカウントダウン
～地域医療構想・地域包括ケアはこうなる！～

• 武藤正樹著

• 医学通信社

• Ａ５判 ２７０頁、２８００円

• 地域医療構想、地域包括ケア
診療報酬改定、２０２５年へ向
けての医療・介護トピックスetc

• 2015年9月発刊



まとめと提言

・医療介護一括法は、団塊世代700万人が後期高齢者となる
2025年へむけて法制基盤

・2016年診療報酬改定の1丁目1番地は7対１の厳格化

・重症度、医療・看護必要度のB項目に認知症評価が入った

・2016年診療報酬改定で主治医機能に認知症＋αが入った

・診療所型認知症疾患医療センターの報酬が認められた

・
・



ご清聴ありがとうございました

本日の講演資料は武藤正樹のウェブサイ
トに公開しております。ご覧ください。

武藤正樹 検索 クリック

ご質問お問い合わせは以下のメールアドレスで
gt2m-mtu@asahi-net.or.jp

国際医療福祉大学クリニックhttp://www.iuhw.ac.jp/clinic/
で月・木外来をしております。患者さんをご紹介ください

フェースブッ
クで「お友達
募集」をして
います

mailto:gt2m-mtu@asahi-net.or.jp
http://www.iuhw.ac.jp/clinic/

